
 

   加須市自転車の安全利用に関する条例  

 （目的） 

第１条 この条例は、自転車の安全な利用に関し、自転車利用者、市民、市、

事業者、関係団体等の責務を明らかにすることにより、自転車事故の防止及

び自転車の安全な利用の推進を図り、もって市民の安全を確保することを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 （１） 自転車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第

１１号の２に規定する自転車をいう。  

 （２） 自転車利用者 市内において自転車を利用する者をいう。 

 （３） 事業者 市内において事業を行う法人その他の団体又は個人をいう 

 （４） 関係団体 交通安全に関する活動を行う団体及び自転車の安全な利

用に関する市の施策に協力する団体をいう。  

 （５） 自転車小売業者 自転車の小売を業とする者をいう。  

 （６） レンタサイクル業者 観光、通勤、通学等のために自転車を利用し

ようとする者に対し、自転車を貸し出すことを業とする者をいう。  

 （７） 保育所・幼稚園等 次に掲げる教育・保育施設をいう。  

ア 保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に

規定する施設をいう。 

イ 幼稚園 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する施

設をいう。 

ウ 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」

という。）第２条第６項に規定する施設をいう。  

エ 認可外保育施設 児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規

定する事業又は同法第３９条第１項に規定する業務を行うことを目的と

。 
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する施設であって、同法第３４条の１５第２項若しくは第３５条第４項

の認可又は認定こども園法第１７条第１項の認可を受けていないものを

いう。 

 （８） 学校 学校教育法第１条に規定する小学校及び中学校をいう。  

 （９） 幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

 （１０） 児童生徒 学校に就学する者をいう。 

 （１１） 高齢者 ７０歳以上の者をいう。 

 （１２） 自転車損害保険等 自転車が関係する事故により生じた損害を賠

償するための保険又は共済をいう。  

 （１３） 自転車交通安全教育 自転車の安全な利用に関する交通安全教育

をいう。 

 （自転車利用者の責務） 

第３条 自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法、

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例（平成２３年埼玉県条例第６

０号）その他関係法令を遵守するとともに、次に掲げる事項に留意し、自転

車の安全な利用に努めなければならない。  

 （１） 車道通行を原則とし、車道を通行する場合にあっては、その左側を

通行すること。 

 （２） 次に掲げる歩道を通行することができる場合は、歩道の中央から車

道寄りの部分を徐行すること。ただし、歩行者の通行を妨げるおそれがあ

るときは、一時停止し、又は自転車を押して歩くこと。  

ア １３歳未満の者が自転車を運転している場合  

イ 高齢者が自転車を運転している場合  

ウ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる障害を

有する者が自転車を運転している場合  

エ 道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとさ

れている場合 

オ 車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するた



 

め当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合  

  （３） 信号機のない交差点を通行するときは、一時停止の標識等を遵守し、

安全の確認を行うこと。 

 （４） 信号機のある交差点を通行するときは、その信号を遵守するととも

に、安全の確認を行うこと。 

 （５） 夜間は、前照灯を点灯し、歩行者及び他の車両から認識しやすいよ

うにすること。 

 （６） 傘を差し、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方

法で運転しないこと。 

 （７） 携帯電話その他の携帯端末、イヤホン（補聴器を除く。）又はヘッド

ホンを使用しながら運転しないこと。  

 （８） 酒気を帯びて運転しないこと。 

  （９） 他の者を乗車させて運転しないこと（幼児を乗車させる場合を除く。）。 

（１０） 他の自転車と並進しないこと。  

 （１１） たばこを吸いながら運転しないこと。  

 （１２） 公共の場所に自転車を放置しないこと。 

 （１３） 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をか

けるような運転をしないこと。 

２ 自転車利用者は、乗車用ヘルメットの着用に努めなければならない。 

３ 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得及

び自転車損害保険等への加入に努めなければならない。  

４ 自転車利用者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備をするとと

もに、反射器材の装着その他の交通安全対策に努めなければならない。  

５ 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車の安全利用の促進

及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和５５年法律第８７

号）第１２条第３項の防犯登録を受けるとともに、自転車の盗難防止のため

の施錠その他の防犯対策に努めなければならない。  

６ 自転車利用者は、市又は警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施



 

策に協力するよう努めなければならない。  

 （市民の責務） 

第４条 市民は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、交通事故の防止に

努めるとともに、家庭、職場、保育所・幼稚園等、学校、地域社会等におい

て、自転車の安全な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めな

ければならない。 

２ 市民は、市又は警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

 （市の責務） 

第５条 市は、警察署、自転車利用者、市民、事業者、関係団体等との連携及

び協力の下に、自転車の安全な利用に関する施策を計画的に推進するものと

する。 

２ 市は、市民及び自転車利用者に対し、乗車用ヘルメットの着用を推進する

とともに、自転車交通安全教育を行うものとする。 

３ 市は、自転車の安全な利用に関し、市民及び自転車利用者の理解及び協力

が得られるよう啓発活動及び広報活動を行うものとする。  

４ 市は、自転車利用者の自転車損害保険等への加入を促進するため、啓発活

動及び広報活動を行うものとする。 

５ 市は、自転車の安全な利用を図るため、歩行者及び車両が安全に通行する

ことができる道路環境の整備に努めるものとする。  

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、従業員に対し、自転車の安全な利用に関する啓発に努めな

ければならない。 

２ 事業者は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、自転車の安全な利用

に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。  

３ 事業者は、市又は警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協

力するよう努めなければならない。 

 （関係団体の責務） 



 

第７条 関係団体は、自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければならな

い。 

２ 関係団体は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、自転車の安全な利

用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。  

３ 関係団体は、市又は警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策に

協力するよう努めなければならない。  

 （自転車小売業者の責務） 

第８条 自転車小売業者は、自転車の販売又は点検若しくは整備をするに当た

って、自転車利用者に対し、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識

の習得、自転車の定期的な点検及び整備、自転車損害保険等への加入の必要

性、盗難対策、乗車用ヘルメットの着用その他の自転車の安全な利用に関す

る情報の提供及び助言をするよう努めなければならない。 

２ 自転車小売業者は、市又は警察署が実施する自転車の安全な利用に関する

施策に協力するよう努めなければならない。  

 （レンタサイクル業者の責務） 

第９条 レンタサイクル業者は、自転車を貸し出すときは、その自転車利用者

に対し、自転車の安全な利用に関する情報の提供及び助言をするよう努めな

ければならない。 

２ レンタサイクル業者は、貸出用の自転車の点検及び整備を十分に行わなけ

ればならない。 

３ レンタサイクル業者は、市又は警察署が実施する自転車の安全な利用に関

する施策に協力するよう努めなければならない。  

 （保育所・幼稚園等及び学校の責務） 

第１０条 保育所・幼稚園等及び学校は、その幼児及び児童生徒に対し、乗車

用ヘルメットの着用その他の自転車交通安全教育を行うものとする。  

２ 保育所・幼稚園等及び学校は、その幼児及び児童生徒を保護する責任のあ

る者（以下「保護者」という。）に対し、自転車損害保険等への加入、自転車

の安全な利用その他の交通安全啓発に努めなければならない。 



 

３ 保育所・幼稚園等及び学校は、市又は警察署が実施する自転車の安全な利

用に関する施策に協力するよう努めなければならない。  

 （保護者等の責務） 

第１１条 保護者は、その幼児及び児童生徒に対し、乗車用ヘルメットを着用

させるよう努めなければならない。 

２ 保護者は、その幼児及び児童生徒に対し、自転車の安全な利用その他の交

通安全教育に努めなければならない。  

３ 保護者は、その幼児が自転車を利用するときは、交通事故に遭わないよう

見守るとともに、夜間及び雨天等の天候の悪い日は自転車の利用を控えさせ

なければならない。 

４ 高齢者の家族は、当該高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交

通安全対策について助言をするよう努めなければならない。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年５月１日から施行する。 


